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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長方形の基材の上面、両木口及び両側面をラッピングシートで連続的にラッピングする
方法であって、基材の幅よりもほぼ両側面を覆う分だけ幅広のラッピングシートに接着剤
を連続的に塗布する工程と、基材を木口の高さのほぼ２倍の間隔でラッピングシートとの
貼り合わせ手段に供給しラッピングシートと貼り合わせる工程と、基材同士の間隔に合わ
せてラッピングシートの両側を、間隔の中央で切断しラッピングシートを木口へ折り込ん
だときに木口を覆う形状にレーザーで切断する工程と、ラッピングシートを基材同士の間
隔の中央で進行方向に直角に切断する工程と、基材の両側からはみ出したラッピングシー
トを基材の側面に折り込んで接着し側面を覆う工程と、基材の前後の木口からはみ出した
ラッピングシートを基材の両木口に折り込んで接着し覆う工程とよりなるラッピングされ
た基材の製造方法。
【請求項２】
　長方形の基材の上面、両木口及び両側面をラッピングシートで連続的にラッピングする
装置であって、基材の幅よりもほぼ両側面を覆う分だけ幅広のラッピングシートに接着剤
を連続的に塗布する手段と、基材をラッピングシートとの貼り合わせ手段に供給し中心線
を合わせてラッピングシートと貼り合わせる手段と、基材同士の間隔に合わせてラッピン
グシートの両側を、間隔の中央で切断しラッピングシートを木口へ織り込んだときに木口
を覆う形状にレーザーで切断する手段と、ラッピングシートを基材同士の間隔の中央で進
行方向に直角に切断する手段と、基材の両側からはみ出したラッピングシートを連続的に
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基材の側面に折り込んで接着する手段と、基材の前後の木口からはみ出したラッピングシ
ートを基材の両木口に折り込んで接着する手段とよりなるラッピング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、板状の基材に化粧シート等をラッピングした、建築用等に用いる基材を製造
する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、合板、ＰＢ（Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｂｏａｒｄ）及びＭＤＦ（Ｍｉｄｉｕｍ　Ｄｅ
ｎｃｉｔｙ　Ｆｉｂｅｒ　Ｂｏａｒｄ）などの板状の基材に樹脂製の化粧シート等をラッ
ピングしたラッピング基材が、クローゼットや棚、造作材等に、デザインや価格等の観点
から、多用されている。このラッピング基材は、通常、上面及び４側面の併せて５面がラ
ッピングされている。このようなラッピング基材を製造するには、先ず長尺の基材と基材
の幅よりも両側面を覆う分だけ幅広のラッピングシートを連続的に貼り合わせ、両側のは
み出し部分を側面に折り込んで接着して上面と両側面の３面をラッピングし、続いて基材
の長さに合わせてラッピングシートを切断する。その後に、後加工で木口の部分にシート
を張り付けたり、塗装したりする。しかしながら、この方法では、木口の部分を別加工し
なければならず、連続的にラッピング基材を生産することができない。
　木口を含めてラッピングする方法が、例えば特許文献１や特許文献２に開示されている
。これらの方法は、ラッピングシートを基材に貼り付け、４隅を特殊形状に打ち抜き、側
面、縦稜線部、木口面をラッピングする方法である。しかしながら、これらの方法は、基
材を搬送中に一時停止させたり、ラッピングシートをダイカッターで打ち抜く必要があり
、装置や操作が複雑である上、製造ラインを一時停止するため生産効率が低下するという
問題点を有する。さらには、製造を続けていると、ダイカッターに接着剤が付着していく
という問題点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－８７１６０号公報
【特許文献２】特開２００８－８７１６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、比較的簡単な装置で、ラッピング基材を製造する方法及び装置を提供
することである。本発明の他の目的は連続的にラッピング基材を製造する方法及び装置を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者は、鋭意検討の結果、ラッピングシートの基材の４隅に相当する部分をレーザ
ーで比較的簡単な形状に切断することで、上記目的を達成することができることを見出し
、本発明に到達した。
即ち、本発明は以下のとおりである。
１．長方形の基材の上面、両木口及び両側面をラッピングシートで連続的にラッピングす
る方法であって、基材の幅よりもほぼ両側面を覆う分だけ幅広のラッピングシートに接着
剤を連続的に塗布する工程と、基材を木口の高さのほぼ２倍の間隔でラッピングシートと
の貼り合わせ手段に供給しラッピングシートと貼り合わせる工程と、基材同士の間隔に合
わせてラッピングシートの両側を、間隔の中央で切断しラッピングシートを木口へ折り込
んだときに木口を覆う形状にレーザーで切断する工程と、ラッピングシートを基材同士の
間隔の中央で進行方向に直角に切断する工程と、基材の両側からはみ出したラッピングシ
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ートを基材の側面に折り込んで接着し側面を覆う工程と、基材の前後の木口からはみ出し
たラッピングシートを基材の両木口に折り込んで接着し覆う工程とよりなるラッピングさ
れた基材の製造方法。
２．長方形の基材の上面、両木口及び両側面をラッピングシートで連続的にラッピングす
る装置であって、基材の幅よりもほぼ両側面を覆う分だけ幅広のラッピングシートに接着
剤を連続的に塗布する手段と、基材をラッピングシートとの貼り合わせ手段に供給し中心
線を合わせてラッピングシートと貼り合わせる手段と、基材同士の間隔に合わせてラッピ
ングシートの両側を、間隔の中央で切断しラッピングシートを木口へ織り込んだときに木
口を覆う形状にレーザーで切断する手段と、ラッピングシートを基材同士の間隔の中央で
進行方向に直角に切断する手段と、基材の両側からはみ出したラッピングシートを連続的
に基材の側面に折り込んで接着する手段と、基材の前後の木口からはみ出したラッピング
シートを基材の両木口に折り込んで接着する手段とよりなるラッピング装置。
３．上面、両木口及び両側面がラッピングシートで接着されて被覆された基材であって、
該ラッピングシートは、その４隅がはみ出し部分を木口や側面へ織り込んだときに、それ
らを覆う形状に切り抜かれ、基材に合わせ上面に張り付けられており、そのはみ出し部分
が両木口及び両側面に、縦稜線に沿って切断辺が付き合わされて被覆接着されて成る基材
。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明を用いれば、比較的簡単な装置で、ラッピング基材を生産することが可能となる
。製造ラインを一時停止する必要がなく、連続的な生産が可能となり、生産効率が向上す
る。ラッピングシートの４隅の切断にレーザーを使用することで、ダイカッターに接着剤
が付着するという問題が生じない。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の方法の概略を表した図である。
【図２】ラッピングシートと基材の貼り付けと切断の概略を表した図である。
【図３】基材が面取り等されず直方体の場合の両はみ出し部分４の拡大図である。
【図４】基材の上面と側面の接する辺を面取りする場合の両はみ出し部分４の拡大図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明において、ラッピングされる基材は、通常、長方形の板状で、木製、金属製、及
びプラスチック製等が用いられ、木製が好ましい。木製としては、例えば、合板、ＰＢ及
びＭＤＦが挙げられる。
【０００９】
　ラッピングシートとしては、樹脂製、紙製等が挙げられ、樹脂製としては、例えばオレ
フィン系シート、塩化ビニルシート、ポリエステルフィルム等が挙げられ、紙製としては
、例えば、コーティング紙が挙げられる。通常、目的に応じて木目などの印刷が施されて
いる。ラッピングシートにはフィルムのように薄い素材も含まれる。ラッピングシートは
、基材の幅よりもほぼ両側面を覆う分だけ幅広のものを使用する。こうすることで、ラッ
ピングシートを側面に折り込むときに、シートの余りがでない。
　ラッピングシートは、通常ロール状にまかれ、その一端が本発明の装置に連続的に供給
され、先ず接着剤塗布手段により裏面に接着剤が塗布される。接着剤塗布手段としては、
従来用いられている通常のコーティング手段、例えばロールコーター、ブレードコーター
等で差支えない。接着剤としては、従来ラッピング基材に用いられていたものが使用でき
る。接着剤を塗布されたラッピングシートは、基材との連続貼り合わせ手段に供給される
。
【００１０】
　貼り合わせ手段は、従来用いている通常の張り合わせ手段でよく、例えば２本ロール、



(4) JP 6309837 B2 2018.4.11

10

20

30

40

50

２本ロールが直列に組み合わされた４本ロール、基材を送るローラーと１本のロールで貼
り合わせる手段、上からラッピングシートと基材を押し付けて貼り合わせる手段である。
ロールは、接着剤等の性質に合わせて、常温ロールでも熱間ロールでも差支えない。押し
付けるときも、常温でも、加熱条件下でもよい。ロールはまたラッピングシート及び基材
の主たる移送手段ともなっている場合が多い。
　基材は、通常は、一定間隔で貼りあわせ手段に供給され、その間隔は、基材木口の高さ
のほぼ２倍である。貼り合わせは基材とラッピングシートの中心線が重なるように行う。
【００１１】
　ラッピングシートの基材同士の間隙部分の両側は、間隔の中央で切断しラッピングシー
トを木口へ折り込んだときに木口を覆う形状に切断する。例えば、基材が、特に面取り等
されない直方体の場合は、コの字型に切断し（図３）、基材の上面と側面の接する辺が、
丸く面取りされている場合は、面取りの形状に合わせて、進行方向の切断辺に外側に向か
って丸みを持たせる（図４）。こうすることで、基材側面および木口からはみ出た部分を
折り込んだ時に、縦稜線に沿って切断辺がちょうどつきあわされて、シートの余りがでな
いこととなる。
　この切断はレーザーカッターで行い、ラッピングシートを一時停止させることなくほぼ
一定速度で移送させながら、その動きにレーザー光を連動させて、行う。こうすることで
、製造ラインを一時停止させる必要がなく、生産効率を高めることができる。そして生産
方法や装置の複雑さが軽減される。またレーザーを用いることでダイカッターの刃に接着
剤が付着するという問題も解消される。
【００１２】
　ラッピングシートは、移送されつつ両基材の間隔の中央で切断手段により進行方向に直
角に切断される。こうすることで、木口に折り込むときにシートの余りがでない。切断手
段としては、例えば、回転刃のカッターやレーザーカッターが挙げられる。カッターは、
ラッピングシートが進行方向直角に切断されるように、シートの移送速度に連動して移動
しつつ切断する。なお、この切断工程は、貼り合わせ工程と木口に折り込んで接着する工
程の間に行う。例えば、ラッピングシートの両側をコの字状に切断した後、ラッピングシ
ートを基材側面へ折り込む前に行ってもよいし、基材側面へ折り込んだ後、基材木口へ折
り込む前に行ってもよい。
【００１３】
　基材側面への折り込みは、基材を搬送しながら、ラッピングシートはみ出し部分を側面
に折り込んで接着することで行う。折り込み手段としては、常法のものでよく、例えば複
数個のコロを徐々に傾斜を変化させて基材側面に圧着するようにする。
　基材木口への折り込みは、基材の搬送方向を９０度転換した後、同様にコロ等を用いて
木口へと折り込み接着する。
【００１４】
　なお、ラッピングや切断には多少の誤差が生じることがあり、この場合、シートラッピ
ングをよりきれいに仕上げるために、ラッピング後に、ラッピングシートを基材の側面や
木口に合わせてトリミングしてもよい。
【００１５】
　本発明方法により、後加工することなく、上面、両木口及び両側面がラッピングシート
で接着されて被覆され、側面と木口は縦稜線に沿ってラッピングシート辺が付き合わせ被
覆接着された基材を、連続して得ることができる。
【実施例１】
【００１６】
　以下に図面で本発明を説明する。
　図１は本発明の方法の概略を表した図で、図２は理解しやすいようにラッピングシート
と基材の貼り付けと切断の概略を表した図である。図３は基材が面取り等されず直方体の
場合の両はみ出し部分４の拡大図である。図４は基材の上面と側面が接する辺を面取りす
る場合の両はみ出し部分４の拡大図である。



(5) JP 6309837 B2 2018.4.11

10

20

30

40

【００１７】
　ロール状にまかれた塩化ビニルラッピングシート１は、接着剤塗布手段であるブレード
コーター１１に供給され、接着面である裏面に接着剤が塗布され、貼り合わせ手段である
２本ロール１２に供給される。基材である合板２は基材木口の高さのほぼ２倍に等しい間
隔で２本ロール１２に供給されラッピングシート１と貼りあわされる。この時両者の進行
方向の中心線を一致させ、基材両側のラッピングシートのはみ出し部分５の長さが等しく
なるようにする。
【００１８】
　次に、レーザーカッター１３で基材間隙部分のラッピングシートの両はみ出し部分４を
コの字型に切断する（図３）。この時レーザー光線１４をラッピングシートの移動速度と
連動させて両コの字が進行方向の同位置になるようにする
【００１９】
　次いで、ラッピングシートを進行方向と直角になるよう回転刃カッター１５で切断する
。カッターはラッピングシート１の移動速度と連動させて切断方向が進行方向と垂直を保
つようにする。
【００２０】
　次いで、ラッピングシート１の両側のはみ出し部分５を、傾斜角度が変化する複数のコ
ロ１６を用いて、側面に折り込み接着する。次に進行方向を９０度変換して、同様にして
前後の木口の部分にラッピングシートを折り込み接着する。なお、少なくとも、回転刃で
進行方向に垂直にラッピングシートを切断するまでは、シートの搬送速度は連続して一定
である。
　このようにして、本発明のラッピングされた基材を得ることができる。
【実施例２】
【００２１】
　基材である合板２は、上面と側面が接する辺が面取りされたものを用いる。この場合、
ラッピングシートの両はみ出し部分４を、間隔中央で切断して木口に折り込んだときに木
口を覆うよう、コの字型の背の部分に丸みを持たせて切断する（図４）。
　面取りされた基材を使うこと以外は、実施例１と同様で、この場合も本発明のラッピン
グされた基材を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００２２】
　本発明により、建材等に用いられるラッピングされた基材を連続的に得ることができる
。得られた基材はクローゼット、棚、造作材等、床板等として有用である。
【符号の説明】
【００２３】
　１　　ラッピングシート
　２　　基材
　４　　ラッピングシートの両はみ出し部分
　５　　はみ出し部分
　１１　ブレードコーター
　１２　２本ロール
　１３　レーザーカッター
　１５　回転刃カッター
　１６　コロ
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